
【費用について】 ※　この資料は２０２４年度のものです。２０２５年度は変更となる場合があります。 小城ルーテルこども園

【保育料（３号認定）】※月額 【保育料（２号認定）】※月額 【保育料（１号認定）】※月額

【実費徴収】 【実費徴収】

円 円

※１：園外保育時に利用するバス費用 ※１：園外保育時に利用するバス費用
※２：土曜日利用は、２８０円／回 ※２：土曜日利用は、２８０円／回

≪給食（副食費）の免除について≫

★世帯年収３６０万円以下

★すべての世帯の第３子以降 （数え方） １号→小学校３年生までの範囲から

２号→在園している最年長から
【実費徴収】

【時間外保育料】 利用時間外の延長保育の料金です。 １００円／１時間（日割）

[１号]　 預かり保育時間 [２・３号]　 延長保育時間

円

※１：園外保育時に利用するバス費用

≪１号認定の預かり保育料の無償化について≫

利用日数に応じて、月額11,300円　日額450円を上限として、利用料が無償化となります。 新2号認定とは・・・

無償化の対象となるためには、「新2号認定」の申請が必要です。 1号認定（幼稚園）を受け、就労等に
⇛ により預かり保育を利用する方
⇛

⇛ 【入園準備金】 ３，０００円（面接・契約時） 【通園バス代】 ※３歳児以上児から

⇛

⇛
第２子以降 ⇛

２歳 1,800 ↓

無料

園児服・カバン（3～5歳） 44,000
往復 ２，７００円／月

1,000

３歳 6,700道具代

0・1歳

３月上旬

片道 １，７００円／月 半額4歳 7,700

5歳 8,700

同時通園　第２子以降

標準
時間

標準時間保育 ※2

★　利用者は預かり保育料を、一旦、施設に支払い、必要書類を添えて、市町へ
請求します。（償還払い制度）第３子以降 無料

※軽減対象世帯の 該当
の有無は、市役所へ確
認ください。

年収約３６０万未満
相当の多子世帯

⇒
第２子    半額
第３子以降 無料 金額 支払い時期

19

行事費 300 300
※1 教育時間保育 ※1 短時間 ※2

8 14 19 7 8 16

短時間保育 ※2
小計 2,390 2,260

※1 ※2
バス代（※１） － 100 各 1,000 7 18

　
　

【
そ
の
他
の
費
用

】
　
　
※
共
通

教材費 500 500

保健衛生費 600 400 ♦教育充実費

ＰＴＡ会費 500 500

≪保育料の軽減≫ ２人以上のお子さんが園に入園している場合や年収・世
帯状況によって、軽減内容が変わります。

同時通園
（0～6歳まで）

⇒
第２子    半額

年収約３６０万未満相
当のひとり親世帯等

⇒
第１子 半額

項目 ０歳児 1～2歳児

絵本代 490 460

Ｄ6 ３９７，０００円未満 62,000

 【上乗せ徴収】

Ｄ3 １３３，０００円未満 40,000 39,400

61,000
※　次に該当の園児は、副食費が
　　 免除となります。

Ｄ7 ３９７，０００円以上 73,000 71,800

Ｄ4 １６９，０００円未満 44,500 43,800

Ｄ5 ３０１，０００円未満 51,000 50,200

　　　　　　おやつ代　２０円／回

Ｄ2
７７，１０１円未満 30,000 29,600 小計 9,060 小計 7,260
（母子・父子世帯等） (9,000) (9,000)

９７，０００円未満 30,000 29,600

各 1,000

７２，８００円未満 25,000 24,600 バス代（※１） 300 バス代（※１） 300
Ｄ1

５７，７００円未満　※多子軽減撤廃ライン 25,000 24,600 教材費 500 教材費 500
（母子・父子世帯等） (9,000) (9,000) ＰＴＡ会費 500 各 1,000 ＰＴＡ会費 500

300（母子・父子世帯等） (9,000) (9,000) 行事費 300 行事費

 【上乗せ徴収】

Ｃ
市町村民税所得割課税額　48,600円未満 19,500 19,300 （月～金）※2 （副食費） 5,500 （月～金）※2 （副食費） 4,000
（母子・父子世帯等） (9,000) (9,000) 絵本代 460 ♦教育充実費 絵本代 460 ♦教育充実費

(0) (0) 給食費 （主食費） 1,500  【上乗せ徴収】 給食費 （主食費） 1,200

　　　　　　おやつ代　２０円／回

　３歳以上児の保育料は全て無償です。 　３歳以上児の保育料は全て無償です。
階層

入所児童の属する世帯の ３歳未満 ３歳未満
階層区分 標準時間 短時間

Ａ 生活保護世帯 0 0

Ｂ
市町村民税非課税世帯 0 0

 ※保育認定の保育料は保育標準時間（１１時間）と保育短時間（８時間）の2つの区分に分かれます。

項目 ３～５歳児 項目 ３～５歳児
（母子・父子世帯等）


